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国立大学法人長崎大学の取組の概要 

  

○認定企業（国立大学法人長崎大学）の概要 

所 在 地  長崎市 

労働者数  ４，４０１人（男性１，９８３人、女性２，４１８人） 

事業内容  教育・学習支援業 

 

 ○行動計画に基づく取組内容 

（計画期間 平成２４年４月１日～平成２７年３月３１日） 

１ 学内学童保育を開始する。 

２ 学内保育所（文教地区）設置の意向調査を行い、職場改善に努める。 

３ 男性職員の育児休業取得を促進する。 

４ メンター制度を継続するとともに、若手教員のメンターを増員し、相

談体制の充実を図る。 

 

 
 

企業からの一言 
 

○行動計画策定に当たって工夫した点 

職員数が多いため、周知についてはホームページ掲載、メール配信し、坂本キ

ャンパスにおいてはイントラネットに掲載を行いました。 
 

 ○行動計画策定・実施の効果 

  学内学童保育の利用希望者が年々増加傾向にあり、職員の仕事と子育ての両立

がしやすい職場環境になっていると思われます。また、男性職員については、２

名が育児休業を取得しました。 
 

○育児休業を取得した男性従業員の声 

  職場では育児休業を取得しやすい雰囲気があります。上司のみならず、同僚、

後輩、部下と職場全体として育児への支援（職務負担の軽減）環境が整っている

と感じています。私を含め特に男性職員が育児休業を取得して子育ての大変さを

実感することにより、相乗的にほかの職員の子育てに対する支援へつながってい

くと期待しています。  
 

 ○育児休業を取得した男性従業員の上司の声 

  男性の育児休業取得は男性の家族への関わりを増やし、女性の社会進出を促す

社会的に意味のある制度であると思います。当部署は、日頃からスタッフが不在

にしても部署内で対応できるように心がけていることに加えて、事前の本人の段

取りもしっかりしており、休業中に業務の支障はありませんでした。今後も、育

児休業に限らず家族との触れ合いのための休暇取得を行いやすい職場でありた

いと思っています。 

 

 

 


